
関係団体御中

事務連絡
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厚生労働省保険局医療課

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項について」等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民健

康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)

長あて通知したのでお知らせします。
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厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公印省略)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項についてJ等の一部改正について

今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準) (平成20年厚生労働省告
示第61号)の一部が平成25年厚生労働省告示第216号をもって改正され、平成25年 7月

1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、
同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機
関、審査支払機関等に対して周知徹底を図臼れたい。

別添 1

記

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ(平成24
年 3月 5日保医発0305第 1号)の一部改正について

別添 2 r特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ (平成24年 3

別添 3

別添 4

月 5日保医発0305第 5号)の一部改正について

「特定診療報酬算定医療機器の定義等についてJ (平成24年 3月 5日保医発03
05第 7号)の一部改正について

「特定保険医療材料の定義についてJ (平成24年 3月 5日保医発0305第 8号)
の一部改正について



「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

(平成24年 3月 5日保医発0305第 1号)の一部改正について

1 別添 1の第 2章第 4部第 2節 E1 0 0を次のように改める。
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( 1 ) I注 3Jの加算における所定点数には「注 2Jによる加算は含まれない。

( 2 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、乳房専用の PET装置を用いて、診断用

の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいい、本区分 I3 J 
及び区分番号 IE101J シングノレホトンエミッションコンピューター断

層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)の所定点

数を併せて算定する。

( 3 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、画像の方向、スライスの数、撮影の部位

数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
(4 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、 18FD Gを用いて、手しがんの病期診断及

び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び

転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。

( 5 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号 IE101-2J ポジトロン断

層撮影の I2 J 18F D Gを用いた場合(一連の検査につき)、区分番号 IE

101-3J ポジトロン断層・コンビューター断層複合撮影(一連の検査

につき)の I2 J 18F D Gを用いた場合(一連の検査につき)又はポジト

ロン断層・磁気共鳴コンビューター断層複合撮影と併せて同日に行った場

合に限り算定する。なお、 18FD Gの合成及び注入に要する費用は、所定

点数に含まれ、別に算定できない。

( 6 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号 IE101-2J ポジトロン断

層撮影又は区分番号 IE101-3J ポジトロン断層・コンピューター断

層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出ている保険医療機関に限り算定できる。

( 7 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号 IE101-2J ポジトロン断

層撮影又は区分番号 IE101-3J ポジトロン断層・コンビューター断

層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出ている保険医療機関以外の保険医療機関において行

われる場合は、所定点数の 100分の80に相当する点数により算定する。

2 別 添 1の第 2章第 9部 J001に次のように加える。

(4 ) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合は、局所陰圧閉

鎖処置材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただ

し、入院中の患者以外に使用した場合に限る。

( 5 ) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際、局-所陰圧閉鎖処置

用材料の初回の貼付に限り、区分番号 IJ003J の「注Jによる所定点

数を加算する。ただし、入院中に区分番号 IJ003J 局所陰圧閉鎖処置

( 1日につき)を算定していた患者が引き続き外来で使用した場合は算定

できない

( 6 ) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、部位数にかかわ

らず、所定点数を算定する。

( 7 ) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、区分番号 IJ 0 



o 1 -4 J重度祷療処置及び区分番号 IJ 0 5 3 J皮膚科軟膏処置は併せ

て算定できない。区分番号 IJOOOJ創傷処置又は区分番号 IJ001J

熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算

定できない。
( 8 ) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置終了後に引き続き創傷部位の

処置が必要な場合は、区分番号 IJOOOJ創傷処置により算定する。
( 9 ) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置を算定する場合は、特定保険

医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定する

ことができる。

3 別添 1の第 2章第 9部 J003を次のように改める。
J 003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

( 1 ) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。
(2) I1J から I3 Jに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき

創傷面の広さをいう。
( 3 ) 部位数にかかわらず、 1日につき、所定点数により算定する。
(4 ) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号 IJOOl-4J 重度祷.

矯処置及び区分番号 IJ 0 5 3J 皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。
区分番号 IJOOOJ 創傷処置又は区分番号 IJ001J 熱傷処置は併せ
て算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(5) 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区

分番号 IJOOOJ創傷処置により算定する。
( 6 ) I注J に規定する加算は、入院中以外の患者が陰圧創傷治療用カートリ

ッジを用いて処置を行っていた場合で、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処

置を行った場合は算定できない。
( 7 ) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖

処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することができる。



「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ
(平成24年 3月 5日保医発0305第 5号)の一部改正について

1 1の 3の(38-2)の次に次のように加える。

(38-3) 固定用内副子(プレート)
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ストレートプレート(生体用合金 I・s)及びストレートプレート(生体用

合金 I・L) を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算

定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。
ア 高度肥満 (BMI30以上)の患者

イ インスリン依存型糖尿病の患者

ウ 重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイ

ド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に
体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)

2 1の 3の(60)の次に次のように加える。

(60-2) 植込型除細動器用カテーテル電極

アダプターは、除細動関値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に
対して使用した場合に限り算定できる。

3 1の 3の(67)に次のように加える。

キ 冠動脈カテーテル交換用カテーテルは、 1回の手術に対し、 1本を限度と

して算定する。

4 1の 3の(印)の次に次のように加える。
(69-2) 組織拡張器

乳房用は以下のいずれにも該当する場合に限り算定できる。

ア 乳腺悪性腫蕩手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれかに該当し

た場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の適要欄に記載

すること。

a 一次再建の場合

術前診断においてStageII以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ

節転移を認めない乳腺全摘術後の症例で、かつ、皮膚欠損を生じないか、
小範囲で緊張なく縫合閉鎖可能な症例。

b 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例であること。ただし、放射線

照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

イ 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定す

る。

a 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している医師、

もしくは、その指導下で研修を行う医師であること。

b 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、医師登

録がなされていること。

ウ 以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は本通知



別添様式 2により提出すること。

a 一次再建の場合

乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の医師が 1名

以上配置されており、かつ、形成外科の経験を 5年以上有している常勤又

は非常勤の医師と連携して手術を行うこと。

b 二次再建の場合

形成外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の医師が 1名

以上配置されていること。

エ 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されて

し、ること。

オ 乳腺悪性腫場手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持

つ臨床情報、手術目、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添

付して保存すること。

5 1の 3の(75)に次のように加える。

ウ 胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頚動

脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。

その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。

6 1の 3の(78)のイの d中「本通知別添様式」を「本通知別添様式 1Jに改める。

7 1の 3の(95)の次に次のように加える。

(96) 神経再生誘導材

神経再生誘導材を用いて神経再建術を行った場合は、区分番号 iK1 8 2 J神経

縫合術の i1 Jの点数に準じて算定する。

(97) 気管支用充填材

気管支用充填材を用いて痩孔閉鎖を行った場合の手技料は、区分番号 iD3 0 2 J 
気管支ファイパースコピーの点数に含まれ、)3IJに算定できない。

(98) 人工乳房

ア 乳腺悪性腫場手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれかに該当した

場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の適要欄に記載する

こと。

a 一次一期的再建の場合

術前診断においてStagen以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ

節転移を認めない症例で、かっ、大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪

乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。

b 一次二期的再建の場合

乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され、十分に皮膚が拡張されている症例。

c 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており、初回手術で組織拡張器が挿入され

十分に皮膚が拡張されているか、皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に

補われている、あるいは十分に補われることが見込まれる症例。ただし、放

射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

イ 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

a 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している医師、

もしくは、その指導下で研修を行う医師であること。



b 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、医師登録

がなされていること。

ウ 以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は本通知別
添様式 2により提出すること。

a 一次一期的再建の場合

乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の医師が 1名以

上配置されており、かっ、形成外科の専門的な研修の経験を 5年以上有して
いる常勤又は非常勤の医師と連携して手術を行うこと。

b 一次二期的再建及び二次再建の場合

形成外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の医師が 1名以

上配置されていること。

エ 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されてい

ること。

オ 乳腺悪性腫場手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ

臨床情報、手術目、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付し
て保存すること。

カ 人工乳房を用いて乳房再建術を行った場合は、区分番号 fK476-3J 乳

房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定する。

8 (別紙) 057の(日)の次に次のように加える。
(2~3) 骨盤側材料・カッフ0 ・ライナ一一体型 (ID) 人工股関節HA-2-3

9 (別紙) 073に次のように加える。
(9) 位置情報表示装置(プローブ・ドリル) 髄内釘・ F4-k 



別添様式 2

人工乳房及び組織拡張器(乳房用)使用の施設基準に係る届出書添付書類

1 使用する医療材料について(該当する部分にO印をつける)

. 人工乳房

一次一期的再建 一次二期的再建及び二次再建 ) 

. 組織拡張器(乳房用)
/ 

一次再建 二次再建 ) 

2 形成外科または乳腺外科の経験を 5年以上有する医師の氏名等

医師の氏名 所属する 該当する 経験 常勤・非常勤 医師登録

診療科名 経験分野 年数 の区分 年月日

(該当部に O (該当部にO
印をつける) 印をつける)

-形成外科 -常勤

-乳腺外科 年 -非常勤

筒形成外科 -常勤

-乳腺外科 年 -非常勤

-形成外科 -常勤

-乳腺外科 年 -非常勤

-形成外科 -常勤

-乳腺外科 年 -非常勤

[記載上の注意]

1 r 1 Jは、使用する材料ごとに、該当する部分全てにO印をつけること。

2 r2J は、 5年以上の形成外科または乳腺外科の専門的な研修の経験を有する医師につ

いて記載すること。また、当該医師の経歴(当該病院での勤務期間、形成外科または乳腺

外科の経験年数及び医師登録の有無がわかるもの)を添付すること。



防j添 31

「特定診療報酬算定医療機器の定義等についてJ(平成24年 3月 5日
保医発0305第 7号)の一部改正について

1 (別表)の Iの処置を次のように改める。

処置

特定診療報酬算定医療機 定 義

器の区分

薬事法承認上の位置付け その他の条件 対応する診療報酬項目

類別 一般的名称

持続的胸腔ドレナージ 機械器具 (32)医療用吸引器 胸腔吸引器 持続的胸腔ドレナージ(吸引) ドレーン法

が可能なもの

J 019 持続的胸腔ドレナージ

陰圧創傷治療用カートリ 医療用品 (4)整形用品 単回使用陰圧創傷治療システ 管理された陰圧を付加し、創 J 003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

ッミk ム 傷治療を促進するもの

酸素吸入器 機械器具 (6)呼吸補助器 酸素投与キット 酸素吸入が可能なもの J 024 密費素吸入

高圧ガスレギュレータ

酸素治療フローメータ

酸素治療送入システム

呼吸同調式レギュレータ

呼吸向調式レギュレータセッ

ト

高気圧酸素治療装置(1) 機械器具 (6)呼吸補助器 高圧酸素患者治療装置 高気圧酸素治療が可能なもの J 027 高気圧酸素治療

1 救急的なもの

イ 1人用高圧酸素治療

2 非救急的なもの

高気圧酸素治療装置 (II) 機械器具 (6)呼吸補助器 高圧酸素患者治療装置 高気圧酸素治療が可能なもの J 027 高気圧酸素治療

1 救急的なもの

ロ 多人数用高圧酸素治療

2 非救急的なもの

黄痘光線治療器 機械器具(12)理学診療用器具 新生児黄痕光線治療器 新生児黄痘に対する治療が可 J 043 新生児高ビリルピン血症に対する光線療法

能なもの

人工呼吸器 機械器具(5)麻酔器並びに麻酔 麻酔システム用人工呼吸器 人工呼吸が可能なもの J 045 人工呼吸

器用呼吸嚢及びガス吸収かん

機械器具 (6)呼吸補助器 ガス式肺人工蘇生器

新生児・小児用人工呼吸器

高頻度人工呼吸器

呼気肺人工蘇生器

再使用可能な手動式肺人工蘇

生器

手動式ジェット人工呼吸器

陰圧人工呼吸器

麻酔用人工呼吸器

手動式心臓ポンプ人工蘇生器



単回使用手動式肺人工蘇生器

可搬型人工呼吸器

持続的気道陽圧ユニット

家庭治療用人工呼吸器

二相式気道陽圧ユニット

持続的自動気道陽圧ユニット

成人用人工呼吸器

汎用人工呼吸器

一酸化窒素吸入療法機器 機械器具 (6)呼吸助器 一酸化窒素ガス管理システム 人工呼吸器と接続し、一酸化 J 045-2 一酸化窒素吸入療法

一酸化窒素 窒素濃度を監視しながら供給

をおこなうもの(一酸化窒素

を含む)

心マッサージ器 機械器具 (12)理学診療用器具 電動式心肺人工蘇生器 非開胸的心臓マッサージが可 J 046 非開胸的心マッサージ

能なもの

手動式心臓ポンプ

機械式心肺人工蘇生器

除細動器 機械器具 (12)理学診療用器具 電話操作除細動器 電気エネルギーを用い、除細 J 047 カウンターショック

動を行うことが可能なもの

一時的使用ベーシング機能付

除細動器

非医療従事者向け自動除細動

器

半自動除細動器

手動式除細動器

皮膚レーザー照射装置 機械器具 (31)医療用焼灼器 色素レーザ 色素レーザー照射療法が可能 J 054-2 皮膚レーザー照射療法

(1) なもの 1 色素レーザー照射療法

皮膚レーザー照射装置 機械器具 (31)医療用焼灼器 ルビーレーザ Qスイッチ付ルビーレーザー OJ 54-2 皮膚レーザー照射療法

(n) アレキサンドライトレーザ 照射療法又はルピーレーザー 2 Qスイッチ付レーザー照射療法

照射療法が可能なもの

Qスイッチ付アレキサンドラ J 054-2 皮膚レーザー照射療法

イトレーザー照射療法が可能 2 Qスイッチ付レーザー照射療法

なもの

光線治療器 (1) 機械器具 (12)理学診療用器具 赤外線治療器 患部の加温を行うことが可能 J 119 消炎鎮痛等処置

なもの 2 器具等による療法

光線治療器 (n) 機械器具 (12)理学診療用器具 紫外線治療器 赤外線又は紫外線を用いて皮 J 054 皮膚科光線療法

膚疾患に対する光線治療を行

うことが可能なもの

赤外線治療器

キセノン光線治療器

干渉低周波勝脱等刺激装 機械器具 (12)理学診療用器具 干渉電流型低周波治療器 干渉低周波電流を通じ、尿失 J 070-2 干渉低周波による勝脱等刺激法

置 禁治療を行うことが可能なも

の

低周波治療器 機械器具 (12)理学診療用器具 低周波治療器 患部筋肉や神経に電気刺激を J 119 消炎鎮痛等処置

与えるもの 2 器具等による療法

干渉電流型低周波治療器

強さ期間演!1定低周波治療器



高周波治療器 機械器具 (12)理学診療用器具 マイクロ波治療器 患部の加温を行うことが可能 J 119 消炎鎮痛等処置

超短波治療器 なもの 2 器具等による療法

超音波治療器 機械器具(12)理学診療用器具 超音波治療器 患部の加温を行うことが可能 J 119 消炎鎮痛等処置

なもの 2 器具等による療法

レーザ治療器 機械器具 (12)理学診療用器具 ヘリウム・ネオンレーザ治療 疹痛緩和に用いることが可能 J 119-3 低出カレーザー照射

器 なもの

半導体レーザ治療器

2 (別表)の Iの手術を次のように改める。

手術

特定診療報酬算定医療機 Fえ4と唱 義

器の区分 対応する診療報酬項目

薬事法承認上の位置付け その他の条件

類別 一般的名称

経皮病変識別マーカ 医療用品 (4)整形用品 植込み型病変識別マーカ 放射線治療において、経皮的 K 007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

に留置する金属マーカである

もの

位置情報表示装置 機械器具(12)理学診療用器具 手術用ナピゲーションユニツ 定位手術の際、電磁場を用い 五046 骨折観血的手術

ト て髄内釘等の位置情報を表示

するもの

骨電気刺激装置 機械器具(12)理学診療用器具 電気骨折治療器 骨折の治癒促進を行うことが K 047 難1合性骨折電磁波電気治療法

可能なもの

超音波骨折治療器 機械器具 (12) 理学診療用器具 超音波骨折治療器 超音波を用いて骨折の治癒促 K 047-2 難1合性骨折超音波治療法

進を行うことが可能なもの

K 047-3 超音波骨折治療法

体外衝撃波疹痛治療装置 機械器具 (12)理学診療用器具 体外衝撃波疹痛治療装置 体外衝整波を用いて疹痛の治 K 096-2 体外衝撃波疹痛治療術

療を行うことが可能なもの

緑内障治療用インプラン 医療用品 (4)整形用品 限内ドレーン 緑内障の治療に用いるもの K 268 緑内障手術

ト 4 緑内障治療用インプラント挿入術

眼科用光凝国装置 機械器具 (31)医療用焼灼器 限科用レーザ光凝固装置 眼科用レーザー光凝固装置で K 270 虹彩光凝固術

眼科用レーザ光凝固・パルス あるもの

レーザ手術装置 K 271 毛様体光凝固術

K 273 隅角光凝固術

K 276 網膜光凝固術

網膜復位用ガス 医療用品 (4)整形用品 網膜復位用人工補綴材 眼球内部より剥離した網膜を K 275 網膜復位術

脈絡膜上に復位・固定するた

めに、硝子体腔内に充填する

ガスであること

K 280 硝子体茎顕微鏡下離断術

1 網膜付着組織を含むもの

K 281 増殖性硝子体網膜症手術

眼科用レーザ手術装置 機械器具 (31) 医療用焼灼器 眼科用パルスレーザ手術装置 後発白内障切開術が可能なも K 282-2 後発白内障手術

眼科用レーザ光凝固・パルス の

レーザ手術装置

超音波白内障手術装置 機械器具 (12)理学診療用器具 白内障・硝子体手術装置 水晶体の破砕が可能なもの K 282 水晶体再建術

機械器具 (29)電気手術器 水晶体乳化術白内障摘出ユエ

ット

前房レンズ 機械器具 (72)視力補正用レンズ 前房レンズ 白内障に対する手術後の無水 K 282 水晶体再建術

後房レンズ 後房レンズ 晶体眼の視力補正が可能なも 1 根内レンズを挿入する場合

へパリン使用後房レンズ ヘパリン使用後房レンズ の

多焦点後房レンズ 多焦点後房レンズ

持入器付後房レンズ 挿入器付後房レンズ

高周波電流電気手術器 機械器具 (29)電気手術器 バイポーラ電極 高周波電流により扇桃組織の K 377 口蓋扇桃手術

切除及び凝固が可能なもの



心臓固定用圧子 機械器具 (42) 医療用剥離子 単回使用臓器固定用圧子 心始動下における心臓手術時 K 552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺

に、心臓の特定部位の動きを を使用しないもの)

制限するもの

植込型医薬品注人器 機械器具 (74) 医薬品注入器 皮下用ポート及びカテーテル 繰り返し薬液投与を行うため K 611 抗悪性腫蕩剤動脈、静脈又は腹腔内持続注

長期的使用注入用植込みポー に体内に留置するもの 入用植込型カデーテル設置

ト K 618 中心静脈栄養用植込型カデーテル設置

レーザー手術装置(1) 機械器具 (31) 医療用焼灼器 炭酸ガスレーザ レーザーにより組織の凝固又 K 841-2 経尿道的レーザー前立腺切除術

ネオジミウム・ヤグレーザ は切開が可能なもの

エキシマレーザ

色素レーザ

ネオジミウム・ヤグ倍周波数

レーザ

一酸化炭素レーザ

エルピウム・ヤグレーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレー

ザ

アルゴン・クリプトンレーザ

ルビーレーザ

銅蒸気レーザ

色素・アレキサンドライトレ

ーザ

クリプトンレーザ

ダイオードレーザ

ヘリウム・カドミウムレーザ

KTPレーザ

レーザー手術装置(日) 機械器具 (31) 医療用焼灼器 PDTエキシマレーザ 光線力学療法が可能な波長63 K 510-2 光線力学療法

Onmのエキシマ・ダイレーザ

文はYAG.OPOレーザー

であるもの

K 526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫蕩光線力学療法

K 653-4 内視鏡的表在性胃悪性H重傷光線力学療法

K 872-5 子宮頚部初期癌又は異形成光線力学療法

レーザー手術装置 (ill) 機械器具 (12)理学診療用器具 体内挿入式レーザ結石破砕装 経皮的尿路結石破砕が可能な K 781 経尿道的尿路結石除去術

機械務具 (31) 医療用焼灼器 置 もの

色素レーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレー

ザ

色素・アレキサンドライトレ

ーザ

レーザー手術装置 (IV) 機械器具 (31)医療用焼灼器 ダイオードレーザ 下肢静脈癌の治療が可能なも K 617-4 下肢静脈癌血管内焼灼術

の

病変識別マーカ 医療用品 (4)整形用品 植込み型病変識別マーカ 肺癌に対する放射線治療にお K 509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置

いて、局所制御率の向上を自 術

的に経内視鏡的に留置する金

マーカであること

心臓内三次元画像構築装 機械器具 (21) 内蔵機能検査用器 心臓カデーテル用検査装置 体表面電極から発生する微弱 K 595 経皮的カテーテル心筋焼灼術(三次元カラ

置 具 な電気信号を体外式ベースメ ーマッピング加算)

ーカー用カデーテル電極(磁

気センサーを有するものを除

く0)等により検出し、三次

元心腔内形状を作成し、これ

らのカデーテル電極にて検出

した心電図との合成により三

次元画像を構築することが可

能なもの

体外型心臓ペースメ}カ 機械器具 (7) 内臓機能代用器 侵襲式体外型心臓ベースメー 不整脈の補正(心臓ベーシン K 596 体外ベースメーキング術



一 カー グ)が可能なもの

非侵襲式体外型心臓ペースメ

ーカー

経食道体外型心臓ペースメー

カー

マイクロ波手術器 機械器具 (29)電気手術器 焼灼術用電気手術ユニット マイクロ波により組織の止血 K 697-2 肝悪性腫蕩マイクロ波凝固法

及びi疑屈が可能なもの

K 695 肝切除術

ラジオ波手術器 機械器具 (29)電気手術器 治療用電気手術器 ラジオ波により組織の凝固が K 697-3 肝悪性腫蕩ラジオ波焼灼療法

可能なもの

冷凍手術器 機械器具 (31) 医療用焼灼器 汎用冷凍手術ユニット 組織の凍結及び壊死が可能な K 773-4 腎腫蕩凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

もの

結染器及び縫合器 機械器具 (30)結禁器及び縫合器 体内固定用組織ステープル 直腸粘膜の環状切離及び吻合 K 743 痔核手術

が可能なもの 5 PPH  

体外式衝撃波結石破砕装 機械器具 (12)理学診療用器具 体外式結石破砕装置 胆石の破砕が可能なもの K 678 体外衝撃波胆石破砕術

置(1) 微小火薬挿入式結石破砕装置

体外式衝撃波結石破砕装 機械器具 (12)理学診療用器具 体外式結石破砕装置 腎・尿管結石の破砕が可能な K 768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

置 (ll) 微小火薬挿入式結石破砕装置 もの

体外式衝撃波結石破砕装 機械器具 (12)理学診療用器具 体外式結石破砕装置 胆石及び腎・尿管結石の破砕 K 678 体外衝撃波胆石破砕術

置 (m) 微小火薬挿入式結石破砕装置 が可能なもの

K 768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

恥骨固定式勝脱頚部吊上 機械器具 (30)結索器及び縫合器 尿失禁挙上針 恥骨固定式勝目光頚部吊上術を K 823 尿失禁手術

術用装置 行うことが可能なもの 1 恥骨固定式1勝股頚部吊上術を行

うもの

経尿道的前立腺高温度治 機械器具(12)理学診療用器具 高周波式ハイパサーミアシス 経尿道的にアプリケータを挿 K 841-3 経尿道的前立腺高温度治療

療装置 テム 入して前立腺肥大組織を45度

マイクロ波ハイパサーミアシ 以上まで加温することができ

ステム るもの

超音波治療器 機械器具 (12)理学診療用器具 超音波治療器 経目工門的にプローベを挿入し K 841-4 焦点式高エネルギー超音波療法

て、超音波により前立腺肥大

組織を60度以上まで加熱する

ことができるもの

分娩用吸引器 機械器具 (32) 医療用吸引器 分娩用吸引器 吸引娩出に用いられるもの K 893 吸引娩出術

手動式分娩用吸引器

自家輸血装置 機械器具(7) 内臓機能代用器 自己血回収装置 術野から血液を回収して、濃 K 923 術中術後自己血回収術

単回使用自己血回収キット 縮及び洗浄又は癒過を行い、

患者の体内に戻すことが可能

なもの

自己生体組織接着剤作成 機械器具(7)内蔵機能代用器 血疑成分分離用装置 貯血した自己由来の血策か K 924 自己生体組織接着剤作成術

用機器 ら、生体組織接着剤を調整す

るためのもの

超音波手術器 機械器具 (12)理学診療用器具 超音波手術器 超音波により組織の凝園、切 K 931 超音波凝固切開装置等加算

関又は破砕が可能なもの

超音波吸引器 機械器具 (12)理学診療用器具 超音波吸引器 超音波により組織の破砕、乳 K 931 超音波凝固切開装置等加算

化又は吸引が可能なもの

電気手術器 機械器具 (29)電気手術器 治療用電気手術器 電気により血管及び組織の閉 K 931 超音波凝固切開装置等加算

鎖又は剥離が可能なもの

手術用ロボット手術ユニ 機械器具 (12)理学診療用器具 手術用ロボット手術ユニット 三次元画像を通して、術者の K 939-4 内視鏡手術用支援機器加算

ット 内視鏡手術器具操作を支援す

ることが可能なもの



「特定保険医療材料の定義についてJ (平成24年 3月 5日

保医発0305第 8号)の一部改正について

Wl添41

1 別表の Hの057の(2)中 112区分」を 113区分」に、「合計20区分Jを「合計21区分j

に改める。

2 別表の Eの057の(3)の⑥に次のように加える。

エ ⑦に該当しないこと。

3 別表の Eの057の(3)の⑫を⑫とし、⑬のイ中「⑬から⑬まで」を「⑫から⑬まで」

に改め、⑬を⑫とし、⑬のイ中「⑬、⑪及び⑬」を「⑫、⑬及び⑫」に改め、⑬を

⑬とし、⑫のウ中「⑬、⑬及び⑬」を「⑫、⑬及び⑫」に改め、⑫を⑬とし、⑬の

イ中「⑫から⑬まで」を「⑬から⑫まで」に改め、⑬を⑫とし、⑬を⑮とし、⑭を

⑬とし、⑬のウ中「⑭Jを「⑬j に改め、⑬を⑬とし、⑫を⑬とし、⑪のア中「⑫」

を「⑬」に改め、⑪を⑫とし、⑬を⑬とし、⑨を⑬とし、③を⑨とし、⑦のウ中「③
から⑫j を「⑨から⑬Jに改め、⑦を③とし、⑥の次に次のように加える。

⑦ 骨盤側材料・カップ・ライナ一一体型(1lI)

次のいずれにも該当すること。
ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成カップ(再置換

用を含む。)であって、カップの内側に関節摺動面を有し、ライナー機能を

併せもつものであること。
イ 再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。

ウ 固定方法が間接固定であること。

エ 摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであ

って、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

i ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうこと

による架橋処理が施されていること。

註 ビタミンEに浸漬されていること。

4 別表の Eの061の(3)の①のアを次のように改める。

ア 次のいずれかに該当すること。

i 長管骨骨幹部の骨折の固定(骨延長用を含む。)に使用されるプレート

であること。

註 胸骨の骨折の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なスクリュー

が 4本以下であること。

5 別表の Hの061の(3)の②のアを次のように改める。

ア 次のいずれかに該当すること。

i 長管骨骨幹部の骨折の固定(骨延長用を含む。)に使用されるプレート

であること。

註 胸骨の骨折の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なスクリュー

が 5本以上であること。

6 別表の Eの073の(1)の①を次のように改める。



① 薬事承認上又は認証上、類別が「医療用品(4 )整形用品」又は「機械器具

(12) 理学診療用器具Jであって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内

固定用ナット J、「体内固定用大腿骨髄内釘」、「体内固定用ワッシヤ J、「体内

固定用腔骨髄内釘j、「体内固定用上肢髄内釘J又は「手術用ナビゲーション

ユニット」であること。

7 別表の Eの073の(3)に次のように加える。

⑨ 位置情報表示装置(プローブ・ドリル)

ネイルプローブとドリルを共に含むもので、ネイルプロープは先端にセンサ

ーを内蔵し、電磁場を利用して髄内釘の位置情報を表示するための機器と併せ

て用いるものであること。

8 55IJ表の Hの112の(2)中 r9区分」を r10区分Jに改める。
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10 別表の Eの112の(3)の⑨を⑩とし、③を⑨とし、⑦のオ中「⑨]を「⑩」に改め、

⑦を③とし、⑥のエ中「⑦及び⑨」を「③及び⑮Jに改め、⑥を⑦とし、⑤を⑥と

し、④を⑤とし、③を④とし、②を③とし、①の次に次のように加える。

② シングルチャンバ・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア シングルチャンパ型であること。

イ 上室性頻拍抑止機能を有しないものであること。

ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テス

ラの装置による MRI検査が可能となる構造・機能を有するものでiあるこ

と。

11 別表の Eの118の(1)を次のように改める。

(1 ) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認上又は認証上、類別が「機械器具(7 )内臓機能代用器」であって、

一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ベー

スメーカアダプタ」であること。

② 次のいずれかに該当すること。

ア 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ベーシング、抗頻拍ベーシング治

療及び除細動を行う際lこ使用する植込型除細動器用カテーテル電極で、あるこ

と。

イ コネクタを有するものであること。

③ 植込型除細動器に使用するものであること。

12 別表の Eの118の(2)を次のように改める。

(2 ) 機能区分の考え方

電極の機能により、シングノレ九マルチ(一式)及びアダプターの合計 3区分に

区分する。



13 別表の Hの118の(3)に次のように加える。

③ アダプター
植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器と植込型除細動

器用カテーテル電極を中継又は適合させるためのコネクタを有するものであ

り、高電圧電極を分岐する機能を有するものであること。

14 別表の Eの133の(1)中「下肢動脈狭窄部貫通用カテーテノレ(1区分)及び血管塞栓

用プラグ(1区分)J を「下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル(1区分)、血管塞栓用

プラグ(1区分)及び冠動脈カテーテル交換用カテーテル(1区分)Jに、「合計45

区分Jを「合計46区分Jに改める。

15 別表の Eの133に次のように加える。

(20) 冠動脈カテーテノレ交換用カテーテル

定義
次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具 (51)医療用噴管及び体液誘導管J
であって、一般的名称が「冠動脈カテーテル交換用カテーテルj であること。

② 経皮的冠動脈形成術を実施する際に、カテーテルの交換を補助することを目

的として使用するカテーテノレであること。

16 別表の Hの139を次のように改める。

139 組織拡張器
(1 ) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4 )整形用品」であって、一般的

名称が「皮膚拡張器Jであること。

② 皮下、粘膜下又は筋肉下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展さ

せるために使用する組織拡張器であること。
(2 ) 機能区分の考え方

使用方法及び使用目的により、一般用と乳房用の合計 2区分に区分する。
(3 ) 機能区分の定義

① 一般用

②に該当しないこと。

② 乳房用

次のいずれにも該当すること。

ア 薬事承認又は認証上、使用目的が乳房再建術に限定されていること。

イ 形状がしずく形状、半月形状又はクロワッサン形状であって、その趣旨が

薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ウ 表面にテクスチヤード加工(表面の微細孔加工)が施されており、その趣

旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

17 別表の Eの146の(2)を次のように改める。
(2) 機能区分の考え方

使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分) (1区分)、

腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分) (1区分)、胸部大動脈用ステント



グラフト(メイン部分) (2区分)及び胸部大動脈用ステントグラフト(補助部

分) (1区分)の合計 5区分に区分する。

18 別表の Eの146の(3)の③中「胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)Jを「胸

部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型Jに改め、同③に次のように加

える。

ウ ④に該当しないこと。

19 別表の Hの146の(3)の④を⑤とし、③の次に次のように加える。

④ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・血管分岐部対応型

次のいずれにも該当すること。

ア 胸部大動脈癌の治療を目的に使用されるものであること。

イ 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入す
るための付属品を含んでいるものであること。

ウ 血管分岐部に対応するための開窓部(フェネストレーション)を有する
ものであること。

20 別表の Hの159の(1)を次のように改める。

(1 ) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4 )整形用品」であって、一般

的名称が「陰圧創傷治療システム」又は「単回使用陰圧創傷治療システム」で
あること。

21 別表の Hに次のように加える。
178 神経再生誘導材

定義

次のいずれにも該当すること。

(1 ) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4 )整形用品j であって、一般的

名称が「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材Jであること。

(2 ) 末梢神経断裂・欠損部に導入して両断端に連続性を持たせ、神経再生の誘導
と機能再建を目的とするものであること。

(3 ) 吸収性合成高分子材料との二重構造を有するものであること。

179 気管支用充填材

定義

次のいずれにも該当すること。

(1 ) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7 )内臓機能代用器Jであって、

一般的名称が「気管支用充填材Jであること。

(2 ) 内視鏡下で気管支に充填し、外科手術が困難な難治性気胸や気管支凄等の治

療を目的とするものであること。

180 陰圧創傷治療用カートリッジ

定義

次のいずれにも該当すること。

(1 ) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4 )整形用品」であって、一般

的名称が「単回使用陰圧創傷治療システムJであること。

(2 ) 管理された陰圧を付加することで、創傷の保護、肉芽形成の促進、惨出液と



感染性老廃物の除去を図り、創傷治療を促進することを目的とするものである
こと。

181 人工乳房

定義

次のいずれにも該当すること。

( 1 ) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4 )整形用品Jであって、一般
的名称が「ゲ、ノレ充填人工乳房j であること。

(2 ) 乳房再建術に用いられ、適用部位に挿入することによって乳房の形状を修復

又は形成することを目的とするものであること。



(参考)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ(平成 24年 3月 5日保医発 0305第 1号)の一部改正について

別添 1

第 2章特掲診 療料

第4部画像診断

改正後

医科診療報酬点数表に関する事項

第 2節核医学診断料

EI00 シンチグラム(画像を伴うもの)

(1) 1注 3Jの加算における所定点数には「注2Jによる加算は含

まれない

(2) 乳房用ポジトロン断層撮影は、乳房専用のPET装置を用いて、

診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをい

い、本区分 13 J及び区分番号 IEI0IJシングルホトンエミ

ッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを

用いた一連の検査につき)の所定点数を併せて算定する。

(3) 乳房用ポジトロン断層撮影は、画像の方向、スライスの数、撮

影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算

定する。

(4) 乳房用ポジトロン断層撮影は、 18FDGを用いて、乳がんの病期

診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断によ

り病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した

場合に限り算定する。

(5) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号 IEI01-2Jポジ

トロン断層撮影の 12J 18F D Gを用いた場合(一連の検査につ

き)、区分番号 IE1 0 1 -3 Jポジトロン断層・コンピューター

断層複合撮影(一連の検査につき)の 12J 18F D Gを用いた場

(傍線の部分は改正部分)

現 行

別添 1

医科診療報酬点数表に関する事項

第 2章特掲診療料

第4部画像診断

第 2節核医学診断料

EI00 シンチグラム(画像を伴うもの)

「注3Jの加算における所定点数には「注2J による加算は含ま

れない。

¥ 



合(一連の検査につき)又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピュ

ーター断層複合撮影と併せて同日に行った場合に限り算定する。

なお、 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定の点数に含

まれ、別に算定できない。

(6 ) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号 IEI01-2Jポジ

トロン断層撮影又は区分番号 IEI01-3Jポジトロン断層・

コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療

機関に限り算定できる口

(7) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号 IEI01-2Jポジ

トロン断層撮影又は区分番号 IEI01-3Jポジトロン断層・

コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療

機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の 100

分の 80に相当する点数により算定する。

第9部処置 |第9部処置

く処置料> 1<処置料>

(一般処置) 1 (一般処置)

] 001 熱傷処置 1 ] 001 熱傷処置

(1)'"'-'(3) (略) 1 (1) '"'-' (3) (略)

(4) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に、局

所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号に

より算定する。ただし、入院中の患者以外に使用した場合に限る口

(5) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際、局所陰圧

閉鎖処置用材料の初回の貼付に限り、区分番号 I]003Jの「注」

による所定点数を加算する口ただし、入院中に区分番号 IJ 0 0 

31局所陰圧閉鎖処置(1日につき)を算定していた患者が引き

続き外来で使用した場合は算定できない。

( 6) 陰圧塑l傷治療用力=__rリァ_2宣型企て-処置を行う際は、部位数



にかかわらず、所定の点数を算定する。

(7) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、区分番

号 IJOOl-4J重度祷癒処置及び区分番号 IJ053J皮膚

科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号 IJOOOJ創傷処

置又は区分番号 IJ001J熱傷処置は併せて算定できるが、当

該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(8) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置終了後に引き続き創

傷部位の処置が必要な場合は、区分番号 I]OOOJ創傷処置に

より算定する。

(9) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置を算定する場合は、

特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場

合に限り算定することができる白

J 003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき) I J 003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

(1 ) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる白

(え) 11 Jから 13Jに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被 I (よ) 11 Jから 13 Jに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被

覆すべき創傷面の広さをし1う。

(立) 部位数にかかわらず、 1日につき、所定点数により算定する。

(4) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号 IJOOl-4J

重度祷癒処置及び区分番号 IJ053J皮膚科軟膏処置は併せて

算定できない。区分番号 IJOOOJ創傷処置又は区分番号 1J 

o 0 1 J熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする

創傷を重複して算定できない。

( 5) 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場

合は、区分番号 IJOOOJ創傷処置により算定する。

(6) 1注1に規定する加算は、入院中以外の患者が陰圧創傷治療用

カートリッジを用いて処置を行っていた場合で、引き続き入院中

に局所陰圧閉鎖処置を行った場合は算定できない。

(7) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所

陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することが

覆すべき創傷面の広さをいう。

(え) 部位数にかかわらず、 1日につき、所定点数により算定する。

( 3) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号 I]OOl-4J

重度祷癒処置及び区分番号 IJ053J皮膚科軟膏処置は併せて

算定できない。区分番号 I]OOOJ創傷処置又は区分番号 1']

o 0 1 J熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする

創傷を重複して算定できない。

(4) 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場

合は、区分番号 I]OOOJ創傷処置により算定する。



に係る取扱い

(l)~(制:) (略)

(制) 固定用内副子(プレート)

ストレートプレート(生体用合金 I・S)及びストレートプレート

(生体用合金 I・L)を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当

した場合に限り算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当

する項目を記載すること。

ア 高度肥満 (BM1 3 0以上)の患者

イ インスリン依存型糖尿病の患者

ウ 重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞↑生肺疾患、

ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立

時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)

(羽I)~胸1) (略)

(制植込型除細動器用カテーテル電極

アダプターは、除細動関値が高く、除細動電極の追加が必要となっ

た患者に対して使用した場合に限り算定できる。

(日) 血管内手術用カテーテル

ア~カ(略)

キ 冠動脈カテーテル交換用カテーテルは、 1回の手術に対し、 1本

を限度として算定する白

側~脚1) (略)

例組織拡張器

に係る取扱い

(l)~(制(略)

。9)~側(略)

(同 血管内手術用カテーテル

ア~カ(略)

制~(I的1) (略)



乳房用は以下のいずれにも該当する場合に限り算定できる口

ア 乳腺悪性腫場手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれ

かに該当した場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬

明細書の適要欄に記載すること口

a 一次再建の場合

術前診断において Stagen以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や

高度のリンパ節転移を認めない乳腺全摘術後の症例で、かつ、

皮膚欠損を生じないか、小範囲で緊張なく縫合閉鎖可能な症例。

b 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例であること。ただ

し、放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていない

よよι

イ 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に

限り算定する。

a 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有し

ている医師、もしくは、その指導下で研修を行う医師であるこ

よL

b 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了

し、医師登録がなされていること D

ウ 以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届

出は本通知別添様式2により提出すること口

a 一次再建の場合

乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の

医師が 1名以上配置されており、かつ、形成外科の経験を 5年

以上有している常勤又は非常勤の医師と連携して手術を行うこ

と。

b 二次再建の場合

形成外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の

医師が 1名以上配置されていること。



エ 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に

実施されていること。

オ 乳腺悪性腫蕩手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合

は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交

付した上で、診療録に添付して保存すること。

(同 大動脈用ステントグラフト

ア~イ(略)

ウ 胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、

左総頚動脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用し

た場合に算定できる口その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する

主要分岐血管名を記載すること。

同~間(略)

側 ヒト自家移植組織

ア(略)

イ 自家培養軟骨

a'"'"'c (略)

d 以下のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。

なお、届出は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについてJ(平成 24年 3月 5日保医発 0305第 3号)別

添 2の様式 52及び本通知別添様式 1により提出すること。

e (略)

附'"'"'(!的(略)

倒神経再生誘導材

神経再生誘導材を用いて神経再建術を行った場合は、区分番号 IK

18 2 J神経縫合術の I1 Jの点数に準じて算定する口

側気管支用充填材

気管支用充填材を用いて痩孔閉鎖を行った場合の手技料は、区分番

号 ID3 0 2 J気管支ファイパースコピーの点数に含まれ、 53IJに算定

できない口

(75) 大動脈用ステントグラフト

ア~イ(略)

(76)'"'"'例)(略)

(78) ヒト自家移植組織

ア(略)

イ 自家培養軟骨

a'"'"'c (略)

d 以下のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること D

なお、届出は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについてJ(平成 24年 3月 5日保医発 0305第 3号)別

添2の様式 52及び本通知別添様式により提出すること。

e (略)

(79) '"'"'側(略)



(湖人工乳房

ア 乳腺悪性腫場手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれか

に該当した場合に限り算定できる口その際、その旨を診療報酬明細

書の適要欄に記載すること。

a 一次一期的再建の場合

術前診断において Stagen以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高

度のリンパ節転移を認めない症例で、かつ、大胸筋が温存され皮

膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。

b 一次二期的再建の場合

乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され、十分に皮膚が拡張され

ている症例。

c 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており、初回手術で組織拡張器

が挿入され十分に皮膚が拡張されているか、皮弁移植術などによ

り皮膚の不足が十分に補われている、あるいは十分に補われるこ

とが見込まれる症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾

力性が障害されていないこと。

イ 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限

り算定する口

a 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有して

いる医師、もしくは、その指導下で研修を行う医師であること口

b 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了

し、医師登録がなされていること D

ウ 以下に該当する保険医療機関において実施すること口なお、届出

は本通知別添様式2により提出すること。

a 一次一期的再建の場合

乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の医

師が 1名以上配置されており、かつ、形成外科の専門的な研修の

経験を 5年以上有している常勤又は非常勤の医師と連携して手術



を行うこと。

b 一次二期的再建及び二次再建の場合

形成外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している常勤の医

師が 1名以上配置されていること口

エ 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実

施されていること口

オ 乳腺悪性腫蕩手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、

双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した

上で、診療録に添付して保存すること口

カ 人工乳房を用いて乳房再建術を行った場合は、区分番号 IK47

6-3J乳房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定する。

4'""'-' 6 (略)

II'""'-'IV (略)

別添様式1

(略)

4'""'-' 6 (略)

II'""'-'IV (略)

別添様式

(略)



別添様式 2

人工乳房及び組織拡張器(乳房用)使用の施設基準に係る届出書

添付書類

1 使用する医療材料について(該当する部分にO印をつける)

人工乳房

( 一次一期的再建 一次二期的再建及び二次再建 ) 

組織拡張器(乳房用)

( 一次再建 二次再建 ) 

2 形成外科または乳腺外科の経験を 5年以上有する医師の氏名等

該当する 経験 常勤・非常 医師登録

診療科名 経験分野 年数 勤の区分 年月日

(該当部に (該当部

0印をつけ にO印を

る) つける)

-形成外科
生

-常勤

-乳腺外科 -非常勤

-形成外科
生

二重勤

-乳腺外科 -非常勤

-形成外科
年

二塾塾

-乳腺外科 -非常勤

-形成外科
生

二重勤

-乳腺外科 -非常勤



[記載上の注意]

1 r 1 Jは、使用する材料ごとに、該当する部分全てにO印をつける|

2 r2Jは、 5年以上の形成外科または乳腺外科の専門的な研修の経

験を有する医師について記載すること。また、当該医師の経歴(当該

病院での勤務期間、形成外科または乳腺外科の経験年数及び医師登録

の有無がわかるもの)を添付すること。



(参考)

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ (平成24年 3月 5日保医発0305第5号) (別紙)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現 行

(別紙) (別紙)

告示名 略称 告示名 略称

057人工股関節用材料 057人工股関節用材料

(1)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(1) ・標準型 人工股関節HA-l (1)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(1) ・標準型 人工股関節HA-l

(1-2)骨盤側材料・日蓋形成用カップ(I) ・特殊型(1) 人工股関節HA-1-2 (1-2)骨舷側材料・臼蓋形成用カップ (1) ・特殊型 人工股関節HA-1-2

(1-3)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (1) ・特殊型 (II) 人工股関節HA-1-3 (1-3)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(1) ・特殊型 (II) 人工股関節HA-1-3

(1-4)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(I) ・特殊型(皿) 人工股関節HA-1-4 (1-4)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(1) ・特殊型(皿) 人工股関節I-IA-1-4

(2)骨盤側材料・臼葉形成用カップ (II) 人工股関節HA-2 (2)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (II) 人工股関節HA-2

(2-2)骨盤側材料・カップ・ライナ一一体型 (II) 人工股関節HA-2-2 (2-2)骨盤側材料・カップ・ライナー一体型 (II) 人工股関節HA-2-2

{D.2骨盤倒拡位・カップ・ ziナー-佐型lliU 人工股闇範I-IA-2-3

(3)骨盤側材料・ライナー (1) 人工股関節HA-3 (3)骨盤側材料・ライナー(I) 人工股関節HA-3

(3-2)骨盤側材料・ライナー (ill) 人工股関節HAー3-2 (3-2)骨盤側材料・ライナー(皿) 人工股関節HA-3-2

(3-3)骨盤側材料・ライナー(IV) 人工股関節HA-3-3 (3-3)骨盤側材料・ライナー (N) 人工股関節目A-3-3

(3-4)骨盤側材料・ライナー (V) 人工股関節HA-3-4 (3-4)骨盤側材料・ライナー (V) 人工股関節HA-3-4

(3-5)骨盤側材料・ライナー (VI) 人工股関節目A-3-5 (3-5)骨盤側材料・ライナー (VI) 人工股関節HA-3-5

(3-6)骨盤側材料・ライナー (VII) 人工股関節目A-3-6 (3-6)骨盤側材料・ライナー (VII) 人工股関節HA-3-6

(4)大腿骨側材料・大腿骨ステム (1) ・標準型 人工股関節HF-4 (4)大腿骨側材料・大腿骨ステム (1) ・標準型 人工股関節l-IF-4

(4-2)大腿骨側材料・大腿骨ステム(1) ・特殊型 人工股関節HF-4-2 (4-2)大腿骨側材料・大腿骨ステム(1) ・特殊型 人工股関節HF-4-2

(5)大腿骨側材料・大腿骨ステム (II) 人工股関節HF-5 (5)大腿骨側材料・大腿骨ステム (II) 人工股関節I-IF-5 

(6)大腿骨似，1]材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド(1) 人工股関節HF-6 (6)大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド(1) 人工股関節I-IF-6 

(6-2)大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド (II) 人工股関節HF-6-2 (6-2)大腿骨似1J.t;j・料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド (II) 人工股関節HF-6-2

(7)大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ 人工股関節l-IM-7 (7)大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ 人工股関節l-IM-7

(8)大腿骨側材料・人工骨顕用・バイポーラカップ 人工股関節HB-8 (8)大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ 人工股関節I-IB-8 

(9)単純人工骨頭 人工股関節HE-9 (9)単純人工骨頭 人工股関節HE-9

073髄内釘 073髄内釘

(1)髄内釘・一般型 街宣内最J.F4-a (1)髄内釘・一般型 髄内釘 .F4-a

(2)髄内釘・横止め型 髄内釘・ F4-b (2)髄内釘・横止め型 髄内釘・ F4-b

(3)髄内釘・大腿骨頚音[1型 髄内釘・ F4-c (3)髄内釘・大腿骨頚部型 髄内金J.F4-c

(4)鎚内釘・集束型 髄内釘 .F4-d (4)髄内釘・集束型 髄内釘 .F4-d

(5)髄内釘・可変延長型 髄内釘 .F4-e (5)髄内釘・可変延長型 髄内釘 .F4-e

(6)横止めスクリュー・標準型 髄内釘・ F4-f-l (6)横止めスクリュー・標準型 髄内釘・ F4-f-l

(7)横止めスクリュー・大腿骨頚部型 髄内釘・ F4ーf-2 (7)横止めスクリュー・大腿骨頚部型 髄内釘 .F4-f-2

(8)ワッシヤ}・ナット 髄内釘・ F4一 ] (8)ワッシャー・ナット 信自内室J.F 4一 j

M 位置憧盟塞示装置〔プローブ・ドリル} 櫛内釘・ F4-k 
A 



「特定診療報酬算定医療機器の定義等についてJ (平成24年 3月 5日保医発0305第 7号) (別紙)の一部改正について

改 正 後 現行
I 医科点、数表関係、 (別表) 1 医科点数表関係
処置 処倍

機特器定診の療区報分酬‘算定医療
定 義

機特器定診の療区報分酬算定医療
羽 J目墓11杢盗丞認上の位置付l一i般-的-一危一肱 その他の条件 対応する診療報酬項目 締 法 承 認 上 の 位 置 色 ヰ その他の条件

主自 ~I 

|持続的胸腔ドレナジ 機械器具 (32)医療用吸引器 胸腔吸号|器

轟韓議
002 持続的胸腔ドレナ ジ 機械器具 (32)医療用吸引器 胸腔吸引器 持弓|続}的が胸可腔能なド恥レナの ジ (吸
019 五援局鐙所とこ白陰血圧と塗堕閉 ドレナ ジ

陰匡創傷治鐙恩カ E 医遼恩晶 w 整M 品 ロ ーIU傷治療シ只
のし l~ 一一一ー鎧怨霊 u日につ室]

政素散 薬 機械器具 (6)呼吸補助器

テ酸高酸酸呼呼議農ム素吸吸匡素調投問長ガ袷治療謂調与ス篠キレギッ旦ト L ← タタ

J 024 酸素吸入 酸素吸入器 機械器具 (6)呼吸補助器

園商臣陵呼呼最室時宗圧禁吸吸投治治伺筒長ガ富与療調ス療岡キ送式留レフ式入ギロッレレ←ギ融zシギトスメsュレーテ葺しレム←雇タタタタ

酸素吸入が可能なもの

フローメー

送式式入レレシステム
ギギュレータ

ュレータ

高(気I圧)酸素治療装置 機械器具 (6)呼吸補助器 患者治療装置 高気圧酸素治療が可能なも J 027 

語桧高高気気191圧講イ匪ロ酸救#降救揖素急曾鯵急多1治的治鈎人各人療州疲数鰐な用な高か属ももの度の高告企毎盛仇圧属衰製治君時臨療治療亨る光線療

両(気I圧)酸素治療装置 機械器具 (6)呼吸補助器 雨気圧酸素治療が可能なも
の の

雨(気E圧)酸素治療装置 機械器具 (6)呼吸補助器 高圧酸素患者治療装置 前気圧酸素治療が可能なも J 027 両(気H圧)酸素治療装置 機械器具 (6)呼吸補助器 両圧酸素患者治療装置 高気圧酸素治療が可能なも
の (J) 

黄痘光線治療器

お臨機麻械酔軒a鶴~ffl町具呼石(吸12市}嚢繭理及福学び診ガ扇旋面ス吸F風器収正

新生児黄痘光線治療鴇
亙新人盤生工児主呼主黄吸h!Z2_痘が一可に一能対一すなる治療が

J 043 黄痘光線治療器 機回械器具 (12)理学診療用者苦 新生児黄痕光線治療器
鰐震こ対する伽

人工呼吸器 麻酔シス7ム用人工呼吸器 もの J 045 人工呼吸 人工呼吸器

|同機問械械手器禄器具用具呼((吸65)嚢)及麻呼酔び吸穏補ガ助並ス器び吸収に

麻酔シス7ム用人工呼吸器 可能なもの

ガ新高呼再講手陰麻手動酔ス生鏡使気生圧動式児度防援式式用用人肺人人可工4人ンーL岨穏小工人工呼エ工Iol;:f児呼修工な吸呼ァf修生李若吸吸用〆ト器生鍵鵬諺人人プ器式工工人呼櫛呼工吸人藤吸器器工生

器器車可持家二持続問搬庭繍続使型的治式的療用人気気自動手工道用道動呼降人陽気式吸医工圧道器肺ユ呼ユ陣エ吸ニ人伍器工ユッγ蘇ニトト生フ

|品ト成亙人酸ム用化エ蜜人堅工素塁呼ガ塁吸ス器一管一理シス7
一酸化窒素吸入療法機器機械器具 (6)呼吸助器

化供人給窒工素呼を吸濃お度器こなをと接監う続視ものしし、な(一が一齢酸ら
J 045-2 一酸化窒素吸入療法 一酸化窒素吸入療法機器機械器具 (6)呼吸助器

I繍i化供可人窒給能工t呼豪誌をな吸語おも震落度器のこをなと接監う続王視も手のししな(が一酸酸ら
ム ム
一酸化窒素 一酸化窒素

心マッサージ器 機具械器具 (12)理学診療用器 電動式心肺人工蘇生器 非可能開胸な的心臓マッサージが J 046 非開胸的心マッサージ 心"';1'庁ジ器 機具械器具 (12)理学診療用器 電動式心肺人工蘇生器 ジが

もの

離鶴弾一う孟 岡l付同H一半Z三ドL時焼動医棄自ほ調篠的動しC動←心使除話a調器事ザ用aM者風オ時-向ン プ付t白崎f融機調縁

除締l動器 機具械器具(12)理学診療用器 電細動気エを行ネルうギーがを用い 除 J 047 カウンタ ショック 除細動器 機具械器具 (12)理学診療用器 電締気動エ行ネルギ を用可能い 除
こと 可能なも をうことが なも

の の

i容ザ照射装置
機械器具 (31)医療用焼灼器 J 054-2 

皮膚レ一レー色ー室ザザー主ー照ー照ッ射ザ射チ療ー療付法照法レ射ー療ザ法ー照射療
場皮膚uレ・ザ 照射装置 機械器具 (31)医療用焼灼器

色I~ザbQ奈ーースイザ照レ明ーーザチ療照ー射付法照織又レ射法まールが償法可しピが←ー纏 可なザ照射装置 機械器具 (31)医療用焼灼器 Fレヒー レザ J 054-2 皮上膚 ザ照射装置 機械器具 (31)医療用焼灼器 ルピレザ
アレキサンドライトレーザ 2 Qスイ 法 アレキサンドライトレーザ

J 054-2 皮膚レ ザ 照射チ療付法レー
2 Qスイッ ザー照射療法

光線治療器 (1) お機具械慕器具 (12)理学診療用器 赤外線治療器 J 119 
消皮炎2科鎮痛捺光;等処等療法置による療法

光線治療器 (1) 機目械器具 (12)理学診療用器 赤外線治療器

光線治療器(百) 具 (12)理学診療用器

紫赤干キ外外セ渉線線電ノ治治流ン療療型光器器線低治周療波器治療器

J 054 光線治療器 (11) 機具械器具 (12)理学診療用器

紫赤芋キ夢外外セ線電線ノ治治3ン5療療型盆器盤鴇低益周遼波盤治療一器一
干装渉置低周波勝目党等刺激 機具械器具(12)理学診療用器 J 070-2 干渉低周波による勝目先等刺激法 装干渉置低周波勝脱等刺激 機具械器具 (12)理学診療用器

低周波治療器 機具械器具 (12)理学診療用器
低干強周渉さ波期電治流間療測型禄低定周低波周波治療治療器器

J 119 消炎鎮痛器等具処等置に 低周波治療器 機具械器具 (12)理学診療用器
低干強周渉き波電期治流間療型測器低定周低波周治波療治器療器2 よる療法

002 
019 

J 024 

J 027 

J 027 

J 043 

J 045 

J 045-2 

J 046 

J 047 

J 054-2 

J 054-2 

J 054-2 

J 119 

J 054 

J 070-2 

J 119 

(参考)

(傍線の部分は改正部分)

(別表)

対応する診療報酬項目

主持続とこ的胸ン法腔ドレナ ジ

酸素吸入

|晴I帰卜高A寄1気気生Mヲ1ロ圧庄イ捜糊度救北高第清索急多勧E1治告治的人A療鳳倫療Lなな数高Eも和周もの度の高予也盈酸前圧雇酸素治素ζ嬢対治療する光線療

酸化窒素吸入療法

非開胸的心マッサ ジ

カウン夕 、ンョック

皮膚レAー全ザー照面γ射最チ療付法ヂレー鑑ザ量←一照皮i膚
2 Qスイ 射療法

皮膚レ ザ 照ツ射チ療付法
2 Qスイ レーザー照射療法

消炎鎮痛等自処置

膚2科-盤a笠lこよ盈豊富法
皮 光線療法

干渉低周波による勝脱等刺激法

消炎鎮痛器等具処等置に
2 よる療法



(ll) 630nmのエキシマ・ダイ
レーザ又はYAG'OPO
レーザーであるもの

630nmのエキシマ・ダイ
レーザ又はYAG'OPO
レーザーであるもの



機特器定診の療区報分酬算定医療 事百~率11 重量丞認上の位置付定け一般的名義称 その他の条件 対応する診療報酬項目 特機務定診の療区報分酬算定医療
頼一別墾事法承認上の位置付定け一般的名義称 その他の条件 対応する診療報酬項目

レ(皿)ザ手術装置 機機具械械器器具具 (12) 理学診療用器

|体器パホ内ルル縛スレミ入ーホウ式ザムルレミーヤウザムグ給レ率ーヤ日ザグ夜砕

(経な皮も的の尿路結石破砕が可能 レ(血ザ) 手術装鐙 機機具械械器器具具 (12) 理学診療用器l:;:;…硝

|跡なも的の尿路結石破砕が可能 K 781 |経尿道的尿路結石除去術

(31)医療用焼灼器 (31)医療用焼灼器
ザム・ヤウグレーザグ
ルミ ム・ヤ

レーザ

色乞ダレ二素ーイ支ザオ・ーーアレキサンドライ ト 色素・アレキサンドライト

」病レ立ー変L識ザ一別ー手術装置
機械器具 (31)医療用焼灼器 ドレザ K 617-4 下肢静脈濯血管内焼灼術

病レ{ーI変Vザ識} 手術装置
機械器具 (31)医療用焼灼著書 ダレーイ:オ庄 ドレ ザ K 617-4 下肢静脈癒血管内焼灼術

マカ 医療用品 (4)整形用品 継込み型病変識別マ カ K 509-3 気置管術支内視鏡的放射線治療用マ カ 留 別マカ 医療用品 (4)整形用品 植込み型病変識別マ カ K 509-3 気置管術支内視鏡的放射線治療用マ カ 留

装心臓置内二次元画像構築 機用械器恭具具 (21)内蔵機能検査 心臓カァーアル用検査装置 K 595 経皮的カァーテグ加ノレ心算)筋焼灼術(三次冗カ 心臓内二次元爾像構築 機用械器器具具 (21)内蔵機能検査 心臓カァーァノレ用検査装置 K 595 経皮的カァーァル加算心)筋焼灼術(三次元カ
ラ-"'7，/ピン 装置 ラーマッピング

体外型心臓ベスメ 機務械器具(7)内臓機能代用 侵襲式体外型心臓ベス K 596 体外ベスメ キング術 体外型心臓ベスメ 機器械器具 (7)内臓機能代用 侵襲式体外型心臓ベス K 596 体外ベスメ キング術
カー

非メー{畳襲カー式体外型心臓ベース
カー

非メー俊カ襲ー式体外型心臓ベース

経焼メメ食ーー灼術道カカー体ー用外電型気心臓ベース
経メ食ー道カー体外型心臓ベース

マイクロ波手術器 機械器具 (29)電気手術穏 手術ユーツト
マ血及イびク凝ロ波固がに可よ能り組な織ものの止

K 697-2 肝感性腫揚マイクロ波凝固法 7 イクロ波手術器 機械器具 (29)電気手術器 焼メー灼術カー用電気手術ユーット
マ血及イびク凝ロ波固がに可よ能り組な織ものの止

K 697-2 目干懇性H重湯マイクロ波凝固法

K 695 
H肝干悪切牲除術』重傷フジオ波焼灼療法

K 695 
月干干感切性除術腿湯ラジオ波焼灼療法フジオ波手術器 機械捺具 (29)電気手術器 治療用電気手術器

錦量銭ラ権ン端オ波絵に司福緒よ師旬組官織蔵臨の官両趨可「園麗

K 697-3 ラジオ波手術器 機械器具 (29)電気手術器 治療用意気手術器

舗毒銭ラ総ジ鵡オ端践軒に軒持よ両り組頁前織府顧のE縫布珂F 困

K 697-3 

冷凍手術器 機械器具 (31)医療用焼灼器 汎用冷凍手術ユーツト K 773-4 議腎腫蕩再凝固・焼灼術(冷凍凝固によるも 冷凍手術様 機械器具 (31)医療用焼灼器 汎用冷凍手術ユーット K 773-4 議腎腫蕩享荷凝一固・焼灼術(冷凍凝固によるも

結査を署普及び縫合器
機金機具盤械械一君器器具 (30) 結鉄線及び縫

体内固定用組織ステーブル K 743 結'"器及び縫合器
機機ぷ具入械械且阜器器具具 (30) 結紫器及び縫

体内固定用組織スア プル K 743 

休装外置式(衝I撃)波結石破砕 具 (12)理学診療用器

車微体体外小外式火式薬結結挿石石破入破砕砕式結装装石置置破砕装

K 678 持議長島研夜 体装外置式(衝1)態波結石破砕 (12)理学診療用器

f微体体鱈外小外式式火結薬結挿石石入破破砕砕式結装装置石置破砕装

K 678 厚手5ト一衝主撃主波旦H!l.石破砕術

体装外置式(衝E撃)波結石破砕 機具械器具 (12)理学診療用器 腎尿管結石の破砕が可能 K 768 体外衝聖書波腎・尿管結石破砕術 体装外置式(衝E撃)波結石破砕 機具械器具 (12)理学診療用器 腎な ・尿管結石の破砕が可能 K 768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
なもの もの

崎骨小材火唖薬持F補ス完式式灘結石石舷司監濡:砕犠袈
喜霊微微小岡小芙火火豪薬薬華得言王舟入入語子式再式結結一百石石一破イ酔←砕帝一義袈体装外置式(衝E撃)波結石破砕 機具械器具 (12)理学診療用器 砕胞石が及可能び腎な ・尿管結石の破 K 678 

曾体号外外衝衝撃態波波胆腎石・破尿砕管術結石破砕術 装体外置式(衝皿撃)波結石破砕 機具械器具 (12)理学診療用器 砕n}l.石が及可能び腎・尿管結石の破 K 678 
体体タ外術q司聖書書波波胆腎石眠破尿1管i争結術石破砕術

もの K 768 なもの K 768 

恥上骨術用固定装式置勝目光頭部吊 機合器械禄具 (30)結歎器及び縫 恥を骨行宙う定式勝目可危能頚部な吊上術 K 823 恥上骨術用固装定式置勝目走頚部吊 機合械器器具 (30)結主主器及び縫 恥を骨行回う定こ式と勝が目可光頭能部な吊も上の術
K 823 

尿経失尿1禁道弓恥手的t、術骨0前3固立定腺式高腕温枕度頭治部療吊上術を行
ことが もの 尿額失1禁論手恥骨術議固定式腕脱頭部吊上術を行

経治療尿道装的置前立腺両温度 機具械器具(12)理学診療用器 高周波式ハイパサーミアシ

曜1翫筋挿肥4し凶尿λ度て大道以鵡組論し趨的て上織惨音鵠前まをこア立で波制加誌プ腺Fに度肥温以よ9読すヰケ大上り組前まる織献む立てタこ湘腺をを1:: 

K 841-3 立腺高温度治療 経治尿療道装的置前立腺高温度 機具械器具(12)理学診療用器 l町周波式ハイパサ ミアシ

|静順l吸倒符451入度大ヲ以副続し的器総て出上に前まをに臥ア立で周防tプ腺官度m起以把らリす土れ…大j語組るまる織でこものをと日

K 841-3 

マステイムクロ波ハイパサーミア マステイムウロ波ハイパサーミア

超音波治療器 機具械器具 (12)理学診療用禄 超之音丞乏波ム治ー療一器 K 841-4 焦点式高エネルギ超音波療法 超音波治療器 機具械器具 (12)理学診療用器 議諒蔵事 K 841-4 焦点式高エネルギ超音波療法

分娩用吸引器 機械器具 (32)医療用吸引器

分単手自娩動回己使用式血吸分回用娩収引自録用装己置吸血回引器収キッ ト

K 893 吸引娩出術 分娩用吸号l器 機械器具 (32)医療用吸引器

分謡単回娩音使用高用吸燥引自器己響血回益収ーキッ ト

K 893 吸引娩出術

自家輸血装置 機禄械器具 (7)内臓機能代用 K 923 術中術後自己血回収術 自家輸血装置 機器械器具(7)内臓機能代用 K 923 術中術後自己血回収術

成自用己機生体器組織接着剤作 機器械君器具(7)内蔵機能代用 血疑成分分離用装置 K 924 自己生体組織接着剤作成術 成自用己機生器体組織接着剤作 機器械器具(7)内蔵機能代用 血妓成分分離用装置 K 924 自己生体組織接着剤作成術

超音波手術器 機自械器具 (12)理学診療用器 超音波手術器 K 931 超音波凝固切開装置等加算 超音波手術器
機嶋!厨械械器器具具 (12) 理学診療用器

超音波手術器 K 931 超音波凝留切開装置等加算

超音波吸引器 機|機械械器器具 (12)理学診療用器 超音波吸引器 K 931 超音波凝固切開装置等加算 超音波吸引器 (12)理学診療用器 超音波吸引器 K 931 超音波凝固切開装置等加算

電気手術器 具 (29)電気手術器 治療用電気手術器 K 931 超音波凝固切開装置等加算 電気手術器 機械器具 (29)電気手術器 治療用電気手術器 K 931 超音波凝固切開装置等加算

手術用ロボット手術ユ 機具械器具 (12)理学診療用器 手ト術用ロボット手術ユーツ K 939-4 内視鏡手術用支援機器加算 手ニ術ッ用トロボット手術ユ 機具械器具 (12)理学診療用器 手ト術用ロボット手術ユーツ K 939-4 内視鏡手術用支援機器加算
ニット



(参考)

「特定保険医療材料の定義についてJ(平成 24年 3月 5日保医発 0305第 8号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現 行

(別表) (別表)

H 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11I II 医科点数表の第2章第 3部、第4部、第6部、第 9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格 | 部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

057 人工股関節用材料

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する

固定方法、使用目的及ひ1溝造によりそれぞれ骨盤側材料 (13区分)、

大腿骨側材料 (7区分)及び単純人工骨頭(1区分)の合計 21区分に

区分する。

固定方法の違い

直接固定 (略)

間接固定 (略)

(3) 機能区分の定義

①~⑤(略)

⑥ 骨盤側材料・カップ・ライナ一一体型(ll) 

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

エ ⑦に該当しないこと。

⑦ 骨盤側材料・カップ・ライナ一一体型(皿)

次のいずれにも該当すること口

ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成カッ

プ(再置換用を含む口)であって、カップの内側に関節摺動面を有

し、ライナー機能を併せもつものであること。

057 人工股関節用材料

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する

固定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料 (1え区分)、

大腿骨側材料 (7区分)及び単純人工骨頭(1区分)の合計2立区分に

区分する。

固定方法の違い

直接固定 (略)

間接固定 (略)

(3) 機能区分の定義

①~⑤(略)

⑥ 骨盤側材料・カップ・ライナー一体型(ll) 

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)



イ 再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。

ウ 固定方法が間接固定であること口

エ 摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されてい

るものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記さ

れていること白

i ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続してお

こなうことによる架橋処理が施されていること。

註 ビタミンEに浸漬されていること。

@ 骨盤側材料・ライナー(1 ) 

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ 盆から盆に該当しないこと。

盆骨盤側材料・ライナー(皿)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

盆骨盤側材料・ライナー(lV)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ

盆骨盤側材料・ライナー(V)

.次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

盆骨盤側材料・ライナー(VI)

次のいずれにも該当すること。

ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カ

ップ(再置換用を含む。)を盆と組み合わせて使用じ、内側に盆と

の関節摺動面を確保するものであること。

イ(略)

盆骨盤側材料・ライナー(W)

次のいずれにも該当すること。

(J) 骨盤側材料・ライナー(1 ) 

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ 盆から盆に該当しないこと。

盆骨盤側材料・ライナー(皿)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

宣骨盤側材料・ライナー(lV)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ

盆骨盤側材料・ライナー(V)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

@ 骨盤側材料・ライナー(羽)

次のいずれにも該当すること。

ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カ

ップ(再置換用を含む。)を@と組み合わせて使用し、内側に盆と

の関節摺動面を確保するものであること。

イ(略)

盆骨盤側材料・ライナー(W)

次のいずれにも該当すること口



ア~ウ(略)

盛大腿骨側材料・大腿骨ステム(1 )・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ盆に該当しないこと。

盛 大腿骨側材料・大腿骨ステム(1 )・特殊型

次のいずれにも該当すること D

ア~ウ(略)

盛大腿骨側材料・大腿骨ステム (ll) 

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

盛大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(1 ) 

次のいずれにも該当すること口

ア(略)

イ 盆から盆までに該当しないこと。

盛大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(ll) 

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ 盛、金及び重量に該当しないこと。

盆大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ 盛、盛及び盆に該当しないこと。

盛 大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ 盆から盆までに該当しないこと。

盆単純人工骨頭

人工骨頭挿入術に用いる専用ステムで、あって、ステムとステムヘツ

ア~ウ(略)

盛大腿骨側材料・大腿骨ステム(1 )・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ盆に該当しないこと。

盆大腿骨側材料・大腿骨ステム(1 )・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

⑬ 大腿骨側材料・大腿骨ステム (ll) 

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

盛大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(1 ) 

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ 盆から盆までに該当しないこと。

盛大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド (ll) 

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ 盛、盛及び盆に該当しないこと。

盛大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ傘、盛及び盆に該当しないこと。

盛大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ 盆から盆までに該当しないこと。

盆単純人工骨頭

人工骨頭挿入術に用いる専用ステムで、あって、ステムとステムヘツ



ド部が一体となっており、分離不能な構造となっているものであるこ

と。

061 固定用内副子(プレート)

(1) ~(2) (略)

(3) 機能区分の定義

① ストレートプレート(生体用合金 I・S)

次のいずれにも該当すること。

ア 次のいずれかに該当すること口

上長管骨骨幹部の骨折の固定(骨延長用を含む。)に使用される

プレートであること。

並 胸骨の骨折の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なス

クリューが4本以下であること。

イ~ウ(略)

② ストレートプレート(生体用合金 I・L)

次のいずれにも該当すること。

ア 次のいずれかに該当すること口

i 長管骨骨幹部の骨折の固定(骨延長用を含む。)に使用される

プレートであること。

並 胸骨の骨折の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なス

クリューが 5本以上であること D

イ~ウ(略)

③~⑨(略)

073 髄内釘

( 1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認上又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品j又は「機

械器具 (12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「体内固定用

ド部が一体となっており、分離不能な構造となっているものであるこ

と。

061 固定用内副子(プレート)

(1) ~(2) (略)

(3) 機能区分の定義

① ストレートプレート(生体用合金 I・S)

次のいずれにも該当すること。

ア 長管骨骨幹部の骨折の固定(骨延長用を含む。)に使用されるフ。

レートであること口

イ心ウ (略)

② ストレートプレート(生体用合金 I・L)

次のいずれにも該当すること。

ア 長管骨骨幹部の骨折の固定(骨延長用を含む。)に使用されるプ

レートであること。

イ~ウ(略)

③~⑨(略)

073 髄内釘

( 1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」で、あっ

て、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内固定用ナット」、「体内固



ネジ」、「体内固定用ナット」、「体内固定用大腿骨髄内釘j、「体内固定

用ワッシヤj、「体内固定用経骨髄内釘ん「体内固定用上肢髄内釘JA

は「手術用ナピゲーションユニット」であること。

(2) (略)

(3) 機能区分の定義

①~③(略)

⑨ 位置情報表示装置(プロープ・ドリル)

ネイルプローブとドリルを共に含むもので、ネイルプローブは先端

にセンサーを内蔵し、電磁場を利用して髄内釘の位置情報を表示する

ための機器と併せて用いるものであること。

112 ペースメーカー

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

ベースメーカーは、次に規定する機能の有無等により l立区分に区分

する。

(3) 機能区分の定義

① シングルチャンパ・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ ②に該当しないこと。

② シングルチャンパ・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア シングルチャンパ型であること。

イ 上室性頻拍抑止機能を有しないものであること。

ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に

1.5テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有す

るものであること。

③ デュアルチャンバ(1型.n型)

定用大腿骨髄内釘」、「体内固定用ワッシヤj、「体内固定用腔骨髄内釘j

又は「体内固定用上肢髄内釘Jであること。

(2) (略)

(3) 機能区分の定義

①~③(略)

112 ペースメーカー

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により♀区分に区分す

る。

(3) 機能区分の定義

① シングルチャンパ

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

② デ、ュアルチャンパ(1型 .n型)



次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

④ デ、ュアルチャンパ(皿型)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

@ デ、ュアルチャンバ (IV型)・標準型

次のいずれにも該当すること D

ア~ウ(略)

盆デ、ュアルチャンバ (N型)・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること口

ア~ウ(略)

金 トリプルチャンバ(1型)・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

エ盆及び盆に該当しないものであること。

盆 トリフ。ルチャンパ(1型)・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア~エ(略)

オ盆に該当しないものであること。

⑨ トリプルチャンパ (ll型)

次のいずれにも該当すること D

ア~ウ(略)

盆 トリプルチャンバ(皿型)

次のいずれにも該当すること。

ア~オ(略)

118 植込型除細動器用カテーテル電極

( 1) 定義

次のいずれにも該当すること。

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

盆デ、ュアルチャンパ(I1I型)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

@ デ、ュアルチャンパ (N型)・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

@ デ、ュアルチャンバ (N型)・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

盆 トリフ。ノレチャンパ(1型)・標準型

次のいずれにも該当すること口

ア~ウ(略)

エ包及び盆に該当しないものであること 0

2 トリプルチャンパ(1型)・極性可変型

次のいずれにも該当すること。

ア~エ(略)

オ盆に該当しないものであること。

盆 トリプルチャンパ (ll型)

次のいずれにも該当すること。

ア~ウ(略)

@ トリプルチャンパ(皿型)

次のいずれにも該当すること。

ア~オ(略)

118 植込型除細動器用カテーテル電極

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。



① 薬事承認上又は認証上、類別が「機械器具 (7)内臓機能代用器j

であって、一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」

又は「植込み型ペースメーカアダプタ」であること。

② 次のいずれかに該当すること。

之心室性頻拍等に対し、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペー

シング治療及び除細動を行う際に使用する植込型除細動器用カテ

ーテル電極であること。

イ コネクタを有するものであること。

③(略)

(2) 機能区分の考え方

電極の機能により、シングル斗ーマルチ(一式)及びアダプターの合計

立区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①~②(略)

③ アダプター

植込型除細動器又は両室ベーシング機能付き植込型除細動器と植

込型除細動器用カテーテル電極を中継又は適合させるためのコネク

タを有するものであり、高電圧電極を分岐する機能を有するものであ

ること口

133 血管内手術用カテーテル

(1) 血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル (2区分)、末梢血管

用ステントセット (2区分)、 PTAバルーンカテーテノレ (7区分)、

下大静脈留置フィルターセット(1区分)、冠動脈濯流用カテーテル(1 

区分)、オクリュージョンカテーテル (2区分)、血管内血栓異物除去

用留置カテーテル (4区分)、血管内異物除去用カテーテル (2区分)、

血栓除去用カテーテル (7区分)、塞栓用パノレーン (2区分)、塞栓用

コイル (7区分)、汎用型圧測定用プローブ (1区分)、連続心拍出量

① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7) 内臓機能代用器J

で、あって、一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」

であること。

@ 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシ

ング治療及び除細動を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテ

ル電極で、あること。

③(略)

(2) 機能区分の考え方

電極の機能により、シングル亙立マルチ(一式)の合計三L区分に区分

する。

(3) 機能区分の定義

①~②(略)

133 血管内手術用カテーテル

(1) 血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル (2区分)、末梢血管

用ステントセット (2区分)、 PTAバルーンカテーテノレ (7区分)、

下大静脈留置フィノレターセット(1区分)、冠動脈潅流用カテーテノレ(1 

区分)、オクリュージョンカテーテル (2区分)、血管内血栓異物除去

用留置カテーテル (4区分)、血管内異物除去用カテーテル (2区分)、

血栓除去用カテーテル (7区分)、塞栓用バルーン (2区分)、塞栓用

コイル (7区分)、汎用型圧測定用フ。ローブ(1区分)、連続心拍出量



測定用カテーテル(1区分)、静脈弁カッター (2区分)、頚動脈用ス

テントセット(1区分)、狭窄部貫通用カテーテル(1区分)、下肢動

脈狭窄部貫通用カテーテル(1区分)ι血管塞栓用プラグ(1区分)茎

び冠動脈カテーテル交換用カテーテル(1区分)の合計生立区分に区分

する。

(2) ~(19) (略)

加) 冠動脈カテーテル交換用カテーテル

定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具 (51)医療用鳴管及び体液

誘導管jであって、一般的名称が「冠動脈カテーテル交換用カテーテ

ノレj であること口

② 経皮的冠動脈形成術を実施する際に、カテーテルの交換を補助する

ことを目的として使用するカテーテルであること。

139 組織拡張器

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

阜薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」であっ

て、一般的名称が「皮膚拡張器」であること。

盆皮下ι粘膜下又は筋肉下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚

を伸展させるために使用する組織拡張器であること。

(2) 機能区分の考え方

使用方法及び使用目的により、一般用と乳房用の合計 2区分に区分す

ゑι

(3) 機能区分の定義

① 一般用

②に該当しないこと。

② 乳房用

測定用カテーテル(1区分)、静脈弁カッター (2区分)、頚動脈用ス

テントセット(1区分)、狭窄部貫通用カテーテル(1区分)、下肢動

脈狭窄部貫通用カテーテル(1区分)塁立血管塞栓用プラグ(1区分)

の合計生立区分に区分する。

(2) ~(19) (略)

139 組織拡張器

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」で、あっ

て、一般的名称が「皮膚拡張器Jであること。

m 皮下手足粘膜下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展さ

せるために使用する組織拡張器であること。



次のいずれにも該当すること。

ア 薬事承認又は認証上、使用目的が乳房再建術に限定されているこ

よヰー
イ 形状がしずく形状、半月形状又はクロワッサン形状であって、そ

の趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること口

ウ 表面にテクスチヤード加工(表面の微細孔加工)が施されており、

その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること口

146 大動脈用ステントグラフト

(1) (略)

必) 機能区分の考え方

使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)_j_l_ 

区会よ、腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分) (1区分)、胸部大

動脈用ステントグラフト(メイン部分) (2区分)及び胸部大動脈用ス

テントグラフト(補助部分) (1区分)の合計5区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①~②(略)

③ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

ウ ④に該当しないこと。

④ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・血管分岐部対応型

次のいずれにも該当すること。

ア 胸部大動脈癌の治療を目的に使用されるものであること。

イ 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフト

を挿入するための付属品を含んでいるものであること口

ウ 血管分岐部に対応するための開窓部(フェネストレーション)を

有するものであること。

盆胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)

146 大動脈用ステントグラフト

(1) (略)

(2) 機能区分の考え方

使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)、腹

部大動脈用ステントグラフト(補助部分)、胸部大動脈用ステントグラ

フト(メイン部分)及び胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)の

合計4区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

①~②(略)

③ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

盆胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)



次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

159 局所陰圧閉鎖処置用材料

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」であって、

一般的名称が「陰圧創傷治療システムj又は「単回使用陰圧創傷治療シ

ステムJであること。

(2) (略)

178 神経再生誘導材

亙蓋
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」であって、

一般的名称が「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材j であること口

(2) 末梢神経断裂・欠損部に導入して両断端に連続性を持たせ、神経再生

の誘導と機能再建を目的とするものであること口

(3) 吸収性合成高分子材料との二重構造を有するものであること口

179 気管支用充填材

亙蓋
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7 )内臓機能代用器j で

あって、一般的名称が「気管支用充填材」であること口

(2) 内視鏡下で気管支に充填し、外科手術が困難な難治性気胸や気管支痩

等の治療を目的とするものであること。

180 陰圧創傷治療用カートリッジ

次のいずれにも該当すること。

ア~イ(略)

159 局所陰圧閉鎖処置用材料

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」で、あっ

て、一般的名称が「陰圧創傷治療システム」であること。

(2) (略)



次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品jであって、

一般的名称が「単回使用陰圧創傷治療システムj であること口

(2) 管理された陰圧を付加することで、創傷の保護、肉芽形成の促進、惨

出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治療を促進することを目的とす

るものであること口

181 人工乳房

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品 (4)整形用品」であって、

一般的名称が「ゲル充填人工乳房」であること口

(2) 乳房再建術に用いられ、適用部位に埋入することによって乳房の形状

を修復又は形成することを目的とするものであること口


